
規

則 

埼
玉
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
三
年
七
月
六
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
六
十
六
号 

 
 

 

埼
玉
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

第
一
条 

埼
玉
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
埼
玉
県
規
則
第
五
十
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

様
式
第
一
号
及
び
様
式
第
一
号
の
二
中
「 

」
を
削
る
。 

 
 

様
式
第
二
号
、
様
式
第
三
号
及
び
様
式
第
六
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」 

 

を
削
る
。 

 
 

様
式
第
六
号
の
三
中
「 

 

」
を
削
り
、
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削

る
。 

 
 

様
式
第
九
号
及
び
様
式
第
十
一
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

」
を
削
る
。 

 
 

様
式
第
十
二
号
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 

 

に
改
め
る
。 

 
 

様
式
第
十
二
号
の
二
中
「 

 
 

」
を
「 
 

」
に
、 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 
 

様
式
第
十
二
号
の
三
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
改
め
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 

 

を
削
る
。 

 
 

様
式
第
十
二
号
の
四
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 

あ
て

先
 

宛
先

 
（

自
署

又
は

記
名

押
印

）
 」

 

宛
先

 
あ

て
先

 

氏
名

（
法

人
に

あ
つ

て
は

 

名
称

及
び

代
表

者
の

氏
名

）
 

氏
名
（

自
署

又
は

記
名

押
印

。
 

法
人

に
あ

つ
て

は
、

主
た

る
 

事
務

所
の

所
在

地
、

名
称

及
 

び
代

表
者

の
氏

名
並

び
に

代
 

㊞
 

「
 

㊞
 

氏
名
（

自
署

又
は

記
名

押
印

。
 

法
人

に
あ

つ
て

は
、

主
た

る
 

事
務

所
の

所
在

地
、

名
称

及
 

び
代

表
者

の
氏

名
並

び
に

代
 

表
者

の
印

）
 

」
 

」
 

あ
て

先
 

宛
先

 

氏
名

（
法

人
に

あ
つ

て
は

 

名
称

及
び

代
表

者
の

氏
名

）
 

「
 

「
 

「
 

」
 

「
 

」
 

氏
名

（
自

署
又

は
記

名
押

印
。
 

法
人

に
あ

つ
て

は
、

主
た

る
 

事
務

所
の

所
在

地
、

名
称

及
 

び
代

表
者

の
氏

名
並

び
に

代
 

表
者

の
印

）
 

㊞
 

平
成

 
㊞

 

あ
て

先
 

「
 

あ
て

先
 

氏
名

（
法

人
に

あ
つ

て
は

 

名
称

及
び

代
表

者
の

氏
名

）
 

宛
先

 

宛
先

 



  

に
改
め
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
を
削
る
。 

 
 

様
式
第
十
四
号
及
び
様
式
第
十
五
号
中
「 

 
 

」
を
「 

 

」
に
、 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

第
二
条 

埼
玉
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
条
第
一
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
同

項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 
 

五 

条
例
第
十
四
条
の
二
第
一
項
本
文
の
点
検
を
行
う
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
等 

 
 

 

イ 

様
式
第
一
号
の
二
の
屋
外
広
告
物
等
点
検
報
告
書 

 
 

 

ロ 

広
告
物
又
は
掲
出
物
件
の
全
景
及
び
点
検
の
箇
所
の
状
態
を
確
認
で
き
る
写
真
（
点

検
に
よ
り
異
常
が
認
め
ら
れ
た
箇
所
に
あ
つ
て
は
、
当
該
箇
所
を
補
修
し
た
こ
と
を
確

認
で
き
る
写
真
を
含
む
。
） 

 
 

 

ハ 

条
例
第
十
四
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
広
告
物
等
点
検
資
格
者
に
点
検
を
行
わ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
資
格
を
証
す
る
書
面
又
は
そ
の
写
し 

 
 

第
八
条
第
一
項
中
「
及
び
第
四
号
」
を
「
、
第
三
号
及
び
第
五
号
」
に
改
め
、
「
並
び
に
様

式
第
一
号
の
二
の
屋
外
広
告
物
等
自
主
点
検
結
果
確
認
書
」
を
削
る
。 

 
 

第
九
条
第
一
項
中
「
第
二
条
第
一
項
第
二
号
」
の
下
に
「
及
び
第
五
号
」
を
加
え
、
「
及
び

様
式
第
一
号
の
二
の
屋
外
広
告
物
等
自
主
点
検
結
果
確
認
書
（
変
更
又
は
改
造
が
、
表
示
す
る

広
告
物
の
み
に
係
る
場
合
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
軽
微
な
変
更
又
は
改
造
） 

 

第
九
条
の
二 

条
例
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
軽
微
な
変
更
又
は
改
造
は
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

一 

広
告
物
又
は
掲
出
物
件
の
表
示
内
容
、
意
匠
、
色
彩
、
大
き
さ
、
構
造
又
は
位
置
に
変

更
を
加
え
な
い
程
度
の
修
繕
、
補
強
又
は
塗
替
え 

 
 

二 

掲
示
板
の
位
置
及
び
形
状
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
行
う
、
当
該
掲
示
板
に
表
示
さ
れ
る

新
聞
、
ポ
ス
タ
ー
等
の
広
告
物
の
短
期
的
か
つ
定
期
的
な
変
更 

あ
て

先
 

宛
先

 

記
名

押
印

。
 

、
主

た
る

 

、
名

称
及

 

並
び

に
代

 

 

氏
名

（
法

人
に

あ
つ

て
は

 

名
称

及
び

代
表

者
の

氏
名

）
 

」
 

」
 

「
 

（
自

署
又

は
記

名
押

印
）

 

氏
名

（
自

署
又

は
 

法
人

に
あ

つ
て

は
 

事
務

所
の

所
在

地
 

び
代

表
者

の
氏

名
 

表
者

の
印

）
 

「
 

表
者

の
印

）
 

」
 



 
 

第
十
条
の
三
中
「
以
下
で
あ
る
こ
と
」
を
削
り
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 
 

（
点
検
） 

 
第
十
条
の
四 

条
例
第
十
四
条
の
二
第
一
項
本
文
の
点
検
は
、
別
表
第
四
に
掲
げ
る
点
検
の
箇

所
及
び
項
目
に
つ
い
て
、
三
年
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
条
例
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
条
例
第
七
条
第
五
項
の
許
可
（
既
に
設
置
さ
れ
て
い
る

物
件
に
広
告
物
を
掲
出
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
条
例
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許

可
の
期
間
の
更
新
又
は
条
例
第
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
表
第

四
に
掲
げ
る
点
検
の
箇
所
及
び
項
目
に
つ
い
て
、
当
該
許
可
又
は
許
可
の
期
間
の
更
新
の
申

請
を
す
る
日
前
三
月
以
内
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

条
例
第
十
四
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
広
告
物
又
は
掲
出
物

件
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 
 

一 

は
り
紙
、
は
り
札
、
広
告
旗
若
し
く
は
立
看
板
又
は
こ
れ
ら
を
掲
出
す
る
物
件 

 
 

二 

広
告
幕
（
つ
り
下
げ
を
含
む
。
）
（
掲
出
物
件
を
除
く
。
） 

 
 

三 

ア
ド
バ
ル
ー
ン 

 
 

四 

壁
面
に
描
か
れ
た
広
告
物 

 
 

五 

条
例
第
七
条
第
一
項
第
二
号
並
び
に
同
条
第
二
項
第
三
号
、
第
四
号
（
広
告
物
を
掲
出

す
る
物
件
を
除
く
。
）
、
第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
広
告
物
又
は

掲
出
物
件 

 
 

六 

法
令
の
規
定
に
よ
り
条
例
第
十
四
条
の
二
第
一
項
本
文
の
点
検
と
同
程
度
以
上
の
点
検

を
実
施
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
広
告
物
又
は
掲
出
物
件 

 
 

七 

広
告
塔
、
広
告
板
そ
の
他
主
と
し
て
広
告
物
を
掲
出
す
る
目
的
で
設
置
さ
れ
た
物
件
の

う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の 

 
 

 

イ 

設
置
し
た
日
か
ら
三
月
以
内
で
あ
る
も
の 

 
 

 

ロ 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
七
条
第
五
項
又
は
第
七
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
済
証
の

交
付
の
日
か
ら
一
年
以
内
で
あ
る
も
の 

 
 

八 

表
示
す
る
広
告
物
の
み
に
変
更
又
は
改
造
を
行
う
も
の 

 

３ 

条
例
第
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
は
、
上

端
の
高
さ
が
地
上
か
ら
四
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
で
、
か
つ
、
条
例
第
六
条
第
一
項
若
し

く
は
条
例
第
七
条
第
五
項
の
許
可
、
条
例
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
期
間
の

更
新
又
は
条
例
第
十
二
条
第
一
項
の
許
可
を
要
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

４ 

条
例
第
十
四
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。 

 
 

一 

条
例
第
二
十
五
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 



取
付
部 

支
持
部 

基
礎
部
及
び 

上
部
構
造 

点
検
の
箇
所 

一 

ア
ン
カ
ー
ボ
ル
ト
及
び
取
付
部
プ
レ
ー
ト
の
腐
食
及
び
変
形
の
有 

一 

鉄
骨
接
合
部
（
溶
接
部
及
び
プ
レ
ー
ト
）
の
腐
食
、
変
形
及
び
隙

間
の
有
無 

二 

鉄
骨
接
合
部
（
ボ
ル
ト
、
ナ
ッ
ト
及
び
ビ
ス
）
の
緩
み
及
び
欠
落

の
有
無 

一 

上
部
構
造
全
体
の
傾
斜
及
び
ぐ
ら
つ
き
の
有
無 

二 

基
礎
の
ク
ラ
ッ
ク
、
支
柱
と
根
巻
き
と
の
隙
間
及
び
支
柱
の
ぐ
ら

つ
き
の
有
無 

三 

鉄
骨
の
さ
び
及
び
塗
装
の
老
朽
化
の
有
無 

点
検
の
項
目 

 

 
 

二 

第
十
五
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者 

 
 

三 

一
般
社
団
法
人
日
本
屋
外
広
告
業
団
体
連
合
会
又
は
公
益
社
団
法
人
日
本
サ
イ
ン
協
会

が
行
う
屋
外
広
告
物
点
検
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者 

 

５ 
条
例
第
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
は
、
上

端
の
高
さ
が
地
上
か
ら
四
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

６ 

条
例
第
十
四
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
報
告
は
、
様
式
第
一
号
の
二
の
屋
外
広
告
物
等

点
検
報
告
書
を
所
轄
所
長
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 
 

別
表
第
一
第
二
号
の
表
建
造
物
か
ら
独
立
し
た
広
告
の
項
三
中
「
自
己
の
住
所
、
事
業
所
等

に
お
け
る
」
を
削
る
。 

 
 

別
表
第
二
第
一
号
の
表
条
例
第
四
条
各
号
に
掲
げ
る
地
域
又
は
場
所
等
（
禁
止
地
域
）
の
建

造
物
か
ら
独
立
し
た
広
告
の
項
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

三 

設
置
個
数
の
う
ち
三
個
ま
で
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

別
表
第
二
第
一
号
の
表
条
例
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
又
は
場
所
（
許
可
地
域
）
の

建
造
物
利
用
広
告
の
壁
面
利
用
広
告
の
項
一
中
「
五
分
の
一
以
下
」
の
下
に
「
（
壁
面
面
積
の

五
分
の
一
が
十
平
方
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
と
き
は
、
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
）
」
を
、
「
十

分
の
三
以
下
」
の
下
に
「
（
壁
面
面
積
の
十
分
の
三
が
十
平
方
メ
ー
ト
ル
に
満
た
な
い
と
き
は
、

十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
）
」
を
加
え
、
同
表
条
例
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
域
又
は
場
所

（
許
可
地
域
）
の
建
造
物
か
ら
独
立
し
た
広
告
の
項
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

三 

設
置
個
数
の
う
ち
四
個
ま
で
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

別
表
第
二
第
四
号
ロ
中
「
空
」
を
「
絵
画
又
は
写
真
を
表
示
す
る
場
合
は
、
空
」
に
改
め
る
。 

 
 

別
表
第
三
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。 

 

別
表
第
四
（
第
十
条
の
四
関
係
） 

 
 

           



          
 
 
 
 

 

 
 

 
 

  
 

 
 

    
 

 

 
 

様
式
第
一
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

そ
の
他 

照
明
装
置 

広
告
板 

 

一 

附
属
部
材
（
装
飾
、
振
れ
止
め
棒
、
鳥
よ
け
そ
の
他
附
属
品
）
の

腐
食
及
び
破
損
の
有
無 

二 

避
雷
針
の
腐
食
及
び
損
傷
の
有
無 

一 

照
明
装
置
の
不
点
灯
及
び
不
発
光
の
有
無 

二 

照
明
装
置
の
取
付
部
の
破
損
、
変
形
、
さ
び
及
び
漏
水
の
有
無 

三 

周
辺
機
器
の
劣
化
及
び
破
損
の
有
無 

一 

表
示
面
板
及
び
切
り
文
字
等
の
腐
食
、
破
損
及
び
変
形
並
び
に
ビ

ス
等
の
欠
落
の
有
無 

二 
側
板
及
び
表
示
面
板
押
さ
え
の
腐
食
、
破
損
、
ね
じ
れ
、
変
形
及

び
欠
損
の
有
無 

三 

広
告
板
底
部
の
腐
食
及
び
水
抜
き
孔
の
詰
ま
り
の
有
無 

 

無 

二 

溶
接
部
の
劣
化
及
び
コ
ー
キ
ン
グ
の
劣
化
等
の
有
無 

三 

取
付
対
象
部
（
柱
、
壁
及
び
ス
ラ
ブ
）
及
び
取
付
部
周
辺
の
異
常 

 

 

の
有
無 

 



                               
 

 
 

   

様
式

第
１

号
の

２
（

第
２

条
、

第
１

０
条

の
４

関
係

）
 

屋
外

広
告

物
等

点
検

報
告

書
 

 
年

 
 

 
月

 
 

 
日

 

（
宛

先
）

 

 
 

 
埼

玉
県

知
事

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

報
告

者
 

 
住

 
 

所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
氏

 
 

名
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電

話
番

号
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

屋
外

広
告

物
等

の
点

検
結

果
を

以
下

の
と

お
り

報
告

し
ま

す
。

 

広
告

物
等

の
種

類
 

 

表
示

・
設

置
の

場
所
 

 

設
置

年
月

日
 

年
 

 
 
月

 
 
 

日
 点

検
年

月
日

 
年

 
 
 

月
 

 
 

日
 

点
検

者
 

氏
名
  

住
所
  

電
話

番
号

  

資
格

名
称

  

点
検

 
箇

所
 

点
 

 
 

検
 

 
 

項
 

 
 

目
 

異
常

の
 

有
・

無
 

改
 
善

 
の

 
概

 
要

 

基礎部・ 

上部構造 

１
 

上
部

構
造

全
体

の
傾

斜
、

ぐ
ら

つ
き

 
 

有
 

無
 

 

２
 

基
礎

の
ク

ラ
ッ

ク
、

支
柱

と
根

巻
き

と
の

隙
間

、
支

柱

の
ぐ

ら
つ

き
 

有
 

無
 

 

３
 

鉄
骨

の
さ

び
、

塗
装

の
老

朽
化

 
有

 
無

 
 

支持部 

１
 

鉄
骨

接
合

部
（

溶
接

部
・

プ
レ

ー
ト

）
の

腐
食

、
変

形
、

隙
間

 
有

 
無

 
 

２
 

鉄
骨

接
合

部
（

ボ
ル

ト
・

ナ
ッ

ト
・

ビ
ス

）
の

緩
み

、

欠
落

 
有

 
無

 
 

取付部 
１

 
ア

ン
カ

ー
ボ

ル
ト

・
取

付
部

プ
レ

ー
ト

の
腐

食
、

変
形

 
有

 
無

 
 

２
 

溶
接

部
の

劣
化

、
コ

ー
キ

ン
グ

の
劣

化
等

 
有

 
無

 
 

３
 

取
付

対
象

部
（

柱
・

壁
・

ス
ラ

ブ
）
・

取
付

部
周

辺
の

異

常
 

有
 

無
 

 

広告板 

１
 

表
示

面
板

・
切

り
文

字
等

の
腐

食
、

破
損

、
変

形
、

ビ

ス
等

の
欠

落
 

有
 

無
 

 

２
 

側
板

・
表

示
面

板
押

さ
え

の
腐

食
、

破
損

、
ね

じ
れ

、

変
形

、
欠

損
 

有
 

無
 

 

３
 

広
告

板
底

部
の

腐
食

、
水

抜
き

孔
の

詰
ま

り
 

有
 

無
 

 

照明装置 

１
 

照
明

装
置

の
不

点
灯

、
不

発
光

 
有

 
無

 
 

２
 

照
明

装
置

の
取

付
部

の
破

損
、

変
形

、
さ

び
、

漏
水

 
有

 
無

 
 

３
 

周
辺

機
器

の
劣

化
、

破
損

 
有

 
無

 
 

その他 

１
 

附
属

部
材

（
※

）
の

腐
食

、
破

損
 

有
 

無
 

 

２
 

避
雷

針
の

腐
食

、
損

傷
 

有
 

無
 

 

３
 

そ
の

他
点

検
し

た
事

項
 

 
（

 
 

 
 
 

 
 

 
 

）
 

有
 

無
 

 

※
 
装

飾
、

振
れ

止
め

棒
、

鳥
よ

け
、

そ
の

他
附

属
品

 

注
 

広
告

物
等

の
種

類
に

よ
り

、
該

当
す

る
点

検
箇

所
・
点

検
項

目
が

な
い

場
合

は
、「

改
善

の
概

要
」

の
欄

に
斜

線
を

引
く

こ
と

。
 



 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
の
規
定
は
、
公
布

の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用

紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
第
二
条
第
一
項
第
三

号
の
屋
外
広
告
物
等
自
主
点
検
結
果
確
認
書
は
、
条
例
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
条
例
第
七
条

第
五
項
の
許
可
（
既
に
設
置
さ
れ
て
い
る
物
件
に
広
告
物
を
掲
出
す
る
場
合
に
限
る
。
）
、
条

例
第
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
期
間
の
更
新
又
は
条
例
第
十
二
条
第
一
項
の
許
可

の
申
請
に
係
る
広
告
物
又
は
掲
出
物
件
の
点
検
が
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
、

か
つ
、
当
該
点
検
が
当
該
許
可
又
は
許
可
の
期
間
の
更
新
の
申
請
を
す
る
日
前
三
月
以
内
に
行

わ
れ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
埼
玉
県
屋
外
広
告
物
条
例
施
行

規
則
第
二
条
第
一
項
第
五
号
イ
の
屋
外
広
告
物
等
点
検
報
告
書
と
み
な
す
。 


